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特殊車両通行認定申請の手引き（中原） 

 
・特殊車両通行認定とは（車両制限令第 12 条） 
一般制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます（別紙

「市街地区域の車道幅員」及び「道路の幅員と車両の幅の関係」を参照）。この制限を越える車両をやむを

得ず通行させようとするときは、道路管理者（川崎市）に通行の認定を受ける必要があります。（車両制限令

第５条～７条、第１２条） 
なお、申請から認定までには 10 日程度を要しますので、余裕を持ってご申請ください。 
 
※一般制限値を超える車両については特殊車両通行許可申請書を建設緑政局道路管理部路政課あてに

提出してください。 
一般制限値    幅・・・・・・・・・・・・2.5ｍ 
           重量・・・・・・・・・・総重量 ２０ｔ（重さ指定道路においては２５ｔ） 

軸重 １０ｔ  隣接軸重 １８～２０ｔ 輪加重 ５ｔ 
           高さ・・・・・・・・・・・3.8ｍ（高さ指定道路においては 4.1ｍ） 
           長さ・・・・・・・・・・・・１２ｍ 
           最小回転半径 ・・・１２ｍ 
 
【手順１．申請書の入手方法】 

   
 つぎのいずれかの方法で入手してください。 

１． 道路公園センター窓口で入手する。 
２． インターネットから入手する。（図－１参照） 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【手順２．申請書の作成部数】 
 

添付書類名 必要部数 
申請書（様式第一） １部 
申請書（様式第二） １部 
通行経路表（様式第三） ２部＋車両台数分 
経路図（大通り等の幅規制がない路線から現場ま

での詳細がわかるもの。） 
２部＋車両台数分 

自動車検査証の写し ２部 
※包括申請時  
車両内訳書（様式第四） ２部＋車両台数分 

図－1 
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　　例：
←
　　申請台数が３台の場合

←　２部＋３台分＝５部

←

２週間程度かかりますので、余裕をもって申請して下さい。
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【手順３．申請書の記入方法、及びその注意事項】 
 

・様式第一 
１． 通行開始日、通行終了日を記入する。（申請から認定まで１０日程度要します。） 

認定の期間は、沿道居住者が所有し通行する車両・・・・・２年以内 
          その他の車両･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・１年以内 

２． 車種区分、車両番号、車名及び型式を車検証のとおり記入する。 
３． 郵便番号、住所、会社名･氏名、代表者名、担当者名、事業区分を記入し、捺印する。積載貨物がある

場合は積載欄も記入する。 
４． 車両の諸元については、総重量・長さ・幅・高さを記入し、その他は必要に応じて記入する。 
５． 通行区分の往復・片道のいずれかを囲い、通行経路数を記入する。 

 
・様式第二 

「様式第一」と同じ内容を記入する。なお、特殊車両通行認定書欄は記入しないこと。 
 
・様式第三 

１． 経路番号・通行区分（往復ｏｒ片道）を記入する 
２． 出発地住所・目的地住所を記入する。 
３． 申請箇所を地番（住所）で記入する。 
４． 通行目的を記入する。 
５． 路線名を下記の方法で調べ、記入する。（申請地に経由するすべての路線を記入すること） 

どこまで申請すれば良いかわからない場合は幹線道路から目的地まで記入 

路線名の調べ方 

① 道路公園センターに出向き調べる。 
②「川崎市ホームページ」の「ガイドマップかわさき」にある「認定路線図」から調べる。（図－２参照） 

   
       
   
 
 
 
 

 
【手順４．測量業者の選定方法】 
 
※通行経路が複数になる場合は経路No.を振り、経路ごとに作成すること。必要部数は経路ごとに2部＋車

両台数分用意し、様式第四の備考欄に経路 No.を記入すること。 
 
・様式第四 
 整理番号は車幅別にし、車名、型式、車両番号を車検証どおりに記入する。 
 
・車検証 
 一般制限値を超えないか、有効期限が切れていないか確認すること。 
・経路図 
申請している経路がすべて載っており、通行経路表（様式第三）との整合が確認できるもの。 

図－２ 
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【手順５．申請書の提出】 
申請書は中原区役所道路公園センター管理課財産管理係に提出してください。 
なお、申請書類等に不備がある場合は受理することができず、認定書が交付できませんので、各申請書の

内容については十分に確認のうえでご申請ください。 
 
【手順６．認定書の交付】 
現地調査・書類審査後に問題がなければ、条件書を付して認定書を交付します。用意ができしだい電話連

絡しますので、窓口まで引取りにおこしください。 
また、認定書は事務所保管用（車検証付）1 部、車両保管用を台数分ありますのでそれぞれ保管し、条件書

の内容を遵守した上で通行してください。 
 
 

【 問い合わせ先 】 
中原区下小田中２－９－１ 
中原区役所道路公園センター管理課財産管理係 

                         Ｔｅｌ：０４４－７８８－２３１１ 
財産管理担当

財産管理担当
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様式第一

特殊車両通行 認定 申請書 （　新規　）

道路管理者 年 月 日

川　崎　市　長　　殿

〒 ○○○ ー○○○○

11

他 4 台

㎝ ㎝ ㎝

他 台

kg cm cm kg cm

cm cm cm kg kg

経路

／

／前回

314

7,990

新規時

更　新　又　は　変　更　経　緯

最小隣接軸距

申請内容

通行区分 往復　・　片道

最小回転半径

許可番号年 月 日

長さ

車種区分

川崎 100あ

233

    PKG-FRR90S2

車名及び型式

最遠軸距

車両番号

軸種数

車
両
諸
元

高さ

普通

　　　いすゞ

総重量

幅

川崎　太郎 TEL

044-0000-0001TEL

隣接軸重

川崎市○○区○○町○丁目○○番

平成

変更事由

　　　　○

車両台数

通行経路数

品名

幅

事業区分

積載
貨物

川崎　次郎

044-0000-0000代表者名

担当者名

最大軸重 最大輪荷重

長さ高さ

823

総通行経路数

住所

月 1

31

会社名・氏名

日

日

○○

印株式会社○○○○

○○ ○○

通行開始日 23平成

月通行終了日 24平成 3年

4年

この４箇所に、車検証の内容を記載
その他は必要に応じて記載

積載貨物があれば記載する。

車検証の内容を記載する

申請から認定までの期間を考慮して設定する

最大1年間（沿線住民は2年）

記載例
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様式第二

特殊車両通行 認定 申請書 （　新規　）

他 台

㎝ ㎝ ㎝

他 台

kg cm cm kg cm

cm cm cm kg kg

／

／

管 第 号

年 月 日

年 月 日 道路管理者

年 月 日 川崎市長 阿　部　孝　夫

　　　〔Ⅰ〕許可証又は認定書（以下「本証」という。）の取扱上の注意事項
　　　　１．本証の交付を受けた者は、通行中本証を当該車両に備え付けなければならない。
　　　　２．本証は、本証に記載された車両以外の車両には使用することはできない。
　　　　３．通行に際し、本証に記載されている通行条件、通行経路等は厳守しなければならない。
　　　　４．通行条件等に関し、道路管理者等から措置命令を受けた場合には、それに従わなければならない。
　　　　５．本証に記載されている車両諸元、通行経路等に変更があった場合には、再度道路管理者に申請を行い、認定
　  　　　を得なければならない。

更　新　又　は　変　更　経　緯

の有効期限
自:

至:

最小隣接軸距

最小回転半径

長さ

経路通行経路数

新規時

許可番号

前回

認定書

品名

車両番号

高さ

軸種数

車
両
諸
元

車両台数申請内容

通行区分 往復　・　片道

年 月 日 総通行経路数

川崎市指令

変更事由

上記の通り する。ただし、別紙の条件に従うこと。認定

　特殊車両通行認定書

事業区分

最大輪荷重

長さ高さ
積載
貨物

幅

住所

日月年

担当者名

会社名・氏名  

平成

 平成

代表者名
車種区分

日

TEL

TEL

通行開始日 平成

月通行終了日

隣接軸重

年

日年 月

最大軸重

ダンプ

車名及び型式

　　　〔Ⅱ〕不服申し立て又は処分の取消しの訴え
　　　　　この特殊車両通行認定について不服があるときは、行政不服審査法の定めるところにより、本証を受け取った日
　　　　の翌日から起算して６０日以内に川崎市に、異議申立てすることができる。（なお、本証を受け取つた日の翌日から
　　　　起算して６０日以内であつても、処分の日から１年を経過すると異議申立てすることができなくなる。）。
　　　　　また、行政事件訴訟法の定めるところにより、本証を受け取つた日（当該処分につき、異議申立てした場合におい
　　　　ては、これに対する決定の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、川崎市を被告として（訴訟において
　　　　川崎市を代表する者は川崎市長となる。）、処分の取消しの訴えを提起することができる（なお、本証を受け取つた日
　　　　又は異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、処分の日又は異議申立て
        に対する決定の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。）。

総重量

幅

最遠軸距

「様式第一」と同じ内容を記載する

こちらの認定書欄は記入しないこと

記載例

　　川　崎　市　長　　
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経路番号 通行区分

片道
or往復

→ → →

路線名

→ → →

路線名

→ → →

路線名

→ → →

路線名

→ → →

路線名

【注１】

【注２】

【注３】

【注４】

様式第三

路線名については、申請箇所の経由道路の路線名をすべて記載すること。

　　　通 行 経 路 表　　（№　　　）

　　川崎市中原区○○町○丁目○○番　まで　　川崎市中原区○○町○丁目○○番　から申請箇所

出発地、目的地については、その地番を記載すること。

申請箇所については、その地番を記載すること。

通行目的 　　　　　　　○○工事に伴う資材運搬のため

出発地住所

○○県○○市○○番

目的地住所

川崎市中原区○○町○丁目○○番

複数経路の場合は、各経路ごとに記載すること。

主要地方道東京丸子横浜線 新丸子東○○号線 新丸子東○○号線

基本的には地番で記載する
（住居表示でも可）

中原区内の幹線道路等、規制のかからない路
線から目的地までの路線を記載する。

経路数が複数ある場合は番号を振る

注意する

記載例

目的地
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整理
番号 車名 型式 車両番号 車両番号 車両番号 備考

1 いすゞ PKG-FRR90S2 川崎100あ11 川崎100あ12 川崎100あ13

川崎100あ13

2 三菱 PA-FK７１F 川崎100あ9999

車  両  内  訳  書

様式第四

（注）
・整理番号は、申請車両の車幅別に記載すること。
・車名、型式および車両番号は、自動車検査証の内容を記載すること。

・同一の型式で道路運送車両の保安基準の緩和内容が異なる場合には、備考欄にその旨を明記す
ること。

・海上コンテナ用セミトレーラ連結車については、備考欄に「適合車両」又は「経過措置車両」の別を
記載すること。

車検証の内容を記載する。車名・型式が同じ
車両については横に追加していけばよい

記載例
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川崎　１００　あ　　　１１

株式会社　○○○○

神奈川県川崎市中原区下小田中２丁目９番１号

有効期限が切れていないか
確認すること

神奈川

例
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最低
車道幅員

最低の
道路の総幅

最低
車道幅員

最低の
道路の総幅

　Ａ　通常の道路
　　　　（令５②）

を超えないもの 5.5m 6.5m 3.9m 4.9m

　Ｂ　市街地区域内
　　極少指定道路又
　　は一方通行とさ
　　れている道路
　　　　（令５①）

を超えないもの 3.0m 4.0m 2.2m 3.2m

　Ｃ　通常の道路
　　　 （令５③後）

を超えないもの 6.5m 7.5m 4.9m 5.9m

　Ｄ　市街地区域内
　　極少指定道路又
　　は一方通行とさ
　　れている道路
　　　（令５③前）

を超えないもの 3.5m 4.5m 2.7m 3.7m

道路の幅員と車両の幅の関係

　　1.7ｍの幅の車両が
　　通行しうる

市
街
地
区
域
内
の
道
路
　
（
令
第
五
条
）

市
街
地
区
域
外
の
道
路
　
（
令
第
六
条
）

一
般
市
街
地
道
路

歩
行
者
が
多
く
て
歩
道

等
の
な
い
駅
前
・
繁
華

街
指
定
道
路

該当区域なし

道路の区分 通行しうる車両の幅

　　2.5ｍの幅の車両が
　　通行しうる

（車道の幅員 ー 1.5m）
　　　　　　　２

（車道の幅員 ー 0.5m）

（車道の幅員 ー 0.5m）
　　　　　　　２

（車道の幅員 ー 1.0m）

（注）　１　「極少指定道路」とは、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて特に
　　　　　指定した道路。
　　　　２　ここでいう「車道の幅員」とは、歩道又は自転車歩行車道のいずれをも有しない道路で
　　　　　その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が１メートル未満（トン
　　　　　ネル、橋又は高架の道路にあっては、0.5メートル未満）のものにあっては、当該道路の
　　　　　路面の幅員から１メートル（トンネル、橋又は高架の道路にあっては、0.5メートル）を減じ
　　　　　たものをいう。

－1068-4－

別紙
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０．５ｍ ０．５ｍ

０．５ｍ ０．５ｍ

【別紙　２】

市街地区域の車道幅員

【　例　２　】

【　例　１　】

車道幅員　４．４ｍ

総 幅 員　６．０ｍ

車道幅員　５．０ｍ

総 幅 員　６．０ｍ

０．３ｍ０．３ｍ

路肩相当部分（歩道とみなす）

路端路端

路肩相当部分（歩道とみなす） 路端路端

Ｕ型溝Ｕ型溝

1 ページ
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０．５ｍ ０．５ｍ

０．５ｍ ０．５ｍ

車道幅員　５．０ｍ

【　例　３　】

０．５ｍ

【　例　４　】

総 幅 員　６．０ｍ

総 幅 員　６．０ｍ

車道幅員　４．５ｍ

路端路端

現場打側溝甲蓋アリ路肩相当部分（歩道とみなす）

路肩相当部分（歩道とみなす）

路端

路端

現場打側溝甲蓋ナシ

2 ページ
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０．５ｍ ０．５ｍ

０．５ｍ ０．５ｍ

歩道

車道幅員　５．０ｍ

総 幅 員　１１．０ｍ

車道幅員　６．０ｍ

２．０ｍ ２．０ｍ

【　例　５　】

歩道

【　例　６　】

総 幅 員　６．０ｍ

路肩相当部分

路肩相当部分（歩道とみなす）

路端路端

法面

3 ページ
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０．５ｍ ０．５ｍ

外側線の外側が、０．５ｍ無い場合は、路肩相当部分として、外側線を含め、０．５ｍ確保する。

【　例　８　】

【　例　７　】

０．５ｍ

総 幅 員

車道幅員
０．５ｍ

総 幅 員

車道幅員

路肩相当部分（歩道とみなす）

路端路端

外側線 外側線

路肩相当部分（歩道とみなす）

路端路端

外側線 外側線

4 ページ
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